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ＳＢＩレオスひふみ株式会社（以下「当社」といいます。）は、2025年９月 30日に、ＳＢ

Ｉグローバルアセットマネジメント株式会社（以下「ＳＢＩＧＡＭ」といい、当社と合わせ

て「両社」といいます。）との間で吸収合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結

し、2025 年 12 月１日（予定）を効力発生日とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）

を行うことを決定いたしました。 

本合併に関する会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 182条に定める事前開示事項

は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１. 吸収合併契約の内容（会社法第 782条第１項第１号） 

別紙１のとおりです。 

 

２. 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第１号、第３項） 

別紙２のとおりです。 

 

３. 合併対価について参考となるべき事項（会社法施行規則第 182条第１項第２号、第

４項） 

（１） 吸収合併存続会社の定款の定め（会社法施行規則第 182条第４項第１号イ） 

別紙３のとおりです。 

 

（２） 合併対価の換価の方法に関する事項（会社法施行規則第 182条第４項第１号ロ） 

① 合併対価を取引する市場 

ＳＢＩＧＡＭの株式は、東京証券取引所プライム市場において取引されてお

ります。 

② 合併対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者 

ＳＢＩＧＡＭの株式は、全国の各証券会社等にて取引の媒介、取次ぎ等が行

われております。 

③ 合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容 



該当事項はありません。 

（３） 合併対価の市場価格に関する事項（会社法施行規則第 182条第４項第１号ハ）

ＳＢＩＧＡＭの株式の東京証券取引所プライム市場における過去６か月の株価推

移は、以下のとおりです。 

月別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高株価（円） 683 660 660 655 672 657 

最低株価（円） 554 622 624 620 622 627 

（４） 吸収合併存続会社の過去５年間にその末日が到来した各事業年度に係る貸借対照

表の内容（会社法施行規則第 182条第４項第１号ニ）

ＳＢＩＧＡＭは、いずれの事業年度についても金融商品取引法第 24 条第１項の

規定により有価証券報告書を提出しております。 

４. 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 182条

第１項第３号、第５項）

ＳＢＩＧＡＭは、本合併に際して、基準時における以下の表の①から③までの第

１欄に掲げる当社の新株予約権の新株予約権者に対し、その所有する当社の新株予

約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、同①から③までの

第２欄に掲げるＳＢＩＧＡＭの新株予約権を交付いたします。 

第１欄 第２欄 

名称 内容 名称 内容 

① 

ＳＢＩレオスひ

ふみ株式会社第

１回新株予約権 

別紙４-①-１記

載 

ＳＢＩグローバ

ルアセットマネ

ジメント株式会

社第５回新株予

約権 

別紙４-①-２記

載 

② 

ＳＢＩレオスひ

ふみ株式会社第

２回新株予約権 

別紙４-②-１記

載 

ＳＢＩグローバ

ルアセットマネ

ジメント株式会

社第６回新株予

約権 

別紙４-②-２記

載 

③ 

ＳＢＩレオスひ

ふみ株式会社第

３回新株予約権 

別紙４-③-１記

載 

ＳＢＩグローバ

ルアセットマネ

ジメント株式会

別紙４-③-２記

載 



 

 

（注）各内容欄に記載した別紙は、本合併契約の別紙を示し、別紙１に記載しておりま

す。 

 

５. 計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 182条第１項第４号、第６項） 

（１） 吸収合併存続会社についての事項 

① 吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙４のとおりです。 

② 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算

書類等の内容 

該当事項はありません。 

③ 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の

会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

ア ＳＢＩＧＡＭは、2025 年８月 20 日付で、ＳＢＩＧＡＭを株式交付親会社、Ｓ

ＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＢＩ岡三ＡＭ」といいます。）

を株式交付子会社、効力発生日を 2025年９月 11日とする株式交付を実施いた

しました（以下「本株式交付」といいます。）。本株式交付に伴い、ＳＢＩＧＡ

Ｍは、ＳＢＩ岡三ＡＭの普通株式の譲渡人であるＳＢＩアセットマネジメント

グループ株式会社（以下「ＳＢＩＡＭＧ」といいます。）に対し、ＳＢＩＧＡＭ

の普通株式 13,128,343株を対価として交付しました。本株式交付に伴い、ＳＢ

Ｉ岡三ＡＭは、ＳＢＩＧＡＭの子会社（特定子会社）に該当することとなりま

した。 

イ ＳＢＩＧＡＭの子会社であるＳＢＩ岡三ＡＭが、2025年９月30日に、ＯＣＰ

１号投資事業有限責任組合及びＯＣＰ２号投資事業有限責任組合の無限責任

組合員である岡三キャピタルパートナーズ株式会社の株式の譲渡を受けたこ

とにより、ＯＣＰ１号投資事業有限責任組合及びＯＣＰ２号投資事業有限責

任組合は、ＳＢＩＧＡＭの子会社（特定子会社）に該当することとなりまし

た。 

ウ 本合併に伴い、本合併の効力発生日である 2025年 12月１日（予定）をもって、

レオス・キャピタルワークス株式会社及び RheosCP１号投資事業有限責任組合

は、ＳＢＩＧＡＭの子会社（特定子会社）となる見込みです。 

 

（２） 吸収合併消滅会社についての事項（最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処

分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容） 

ア 当社は、2025年５月７日開催の取締役会において、会社法第 236条、第 238条

及び第 240条に基づき当社子会社の取締役及び従業員に対し、当社第３回新株

社第７回新株予

約権 



予約権を発行することを決議し、同年５月 28日付けで 14,240個を発行してお

ります。 

イ 当社は、2025年５月 21日開催の取締役会において、当社子会社であるレオス・

キャピタルワークス株式会社から８億円を期間１年間で借り入れることを決

議いたしました。 

ウ 当社は、2025 年６月 19 日開催の取締役会において、ＧＯ株式会社の新設分割

会社に対して払込時期を 2025年９月上旬として、１億 2100万円の投資を行う

ことを決議し、同月９日に払込みをしております。

６. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込み

に関する事項（会社法施行規則第 182条第１項第５号）

当社の 2025年３月 31日の貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞれ約

8,854 百万円及び約 1,965 百万円です。また、ＳＢＩＧＡＭの 2025 年３月 31 日の

貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞれ約 15,448百万円及び約 6,142百

万円です。 

また 2025年３月 31日から現在に至るまで当社及びＳＢＩＧＡＭの資産及び負債

の額に大きな変動は生じておらず、本合併の効力発生日までに予測されるＳＢＩＧ

ＡＭの資産及び負債の額の変動を考慮しても、本合併後に見込まれるＳＢＩＧＡＭ

の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。 

以上の点、並びに、当社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑みて、ＳＢＩＧ

ＡＭが負担する債務については、本合併の効力発生日以後も履行の見込みがあるも

のと判断しております。 

以上 



 

 

別紙１（吸収合併契約書） 
 

（次頁以降に添付のとおり） 
  



























































 

 

 

別紙２（合併対価の相当性に関する事項） 

 

第１ 本合併に際して交付する吸収合併存続会社の株式の数の相当性に関する事項（会

社法施行規則第 182条第３項第１号） 

 

１．本合併に係る割当ての内容 

 
ＳＢＩＧＡＭ 

（吸収合併存続会社） 

当社 

（吸収合併消滅会社） 

本合併に係る割当比率 １ 0.36 

 

（注１）本合併に係る割当比率（以下「本合併比率」といいます。） 

当社の株式１株に対して、ＳＢＩＧＡＭの株式 0.36株を割当て交付します。

ただし、本合併の効力発生日直前（以下「基準時」といいます。）に当社が

保有する自己株式 5,968,700 株（2025 年９月 30日現在）については、本合

併による株式の割当ては行いません。 

（注２）本合併により交付するＳＢＩＧＡＭの株式数：普通株式 35,169,156 株 

上記の交付株式数は、当社において、20225年４月１日から 2025 年９月 29

日までの間に新株予約権の行使により発行された 244,000 株にも本合併に

より株式の割当てが行われることを加味しておりますが、今後、当社の株主

から株式買取請求権の行使がなされるなどして、基準時までの間に当社の

自己株式数の変動等が生じた場合には、修正される可能性があります。 

また、本合併によりＳＢＩＧＡＭが交付する株式は、全て新たにＳＢＩＧＡ

Ｍの普通株式を発行することを想定しています。 

（注３）単元未満株式の取扱い 

本合併によりＳＢＩＧＡＭの単元未満株式（100株未満の株式）を保有する

ことになる当社の株主の皆様におかれましては、ＳＢＩＧＡＭに関する以

下の制度をご利用いただくことができるほか、一部証券会社で取り扱って

いる単元未満株式での売買が可能です。なお、金融商品取引市場においては

単元未満株式を売却することはできません。 

① 単元未満株式の買増制度（１単元（100株）への買増し） 

会社法第 194 条第１項及びＳＢＩＧＡＭの定款の規定に基づき、ＳＢＩＧ

ＡＭの単元未満株式を保有する株主の皆様が、ＳＢＩＧＡＭに対し、自己の

保有する単元未満株式と合わせて１単元（100株）となる数のＳＢＩＧＡＭ

株式を売り渡すことを請求し、これを買増すことができる制度です。 

② 単元未満株式の買取制度（１単元（100株）未満株式の売却） 

会社法第 192 条第１項の規定に基づき、ＳＢＩＧＡＭの単元未満株式を保

有する株主の皆様が、ＳＢＩＧＡＭに対し、自己の保有する単元未満株式の

買取を請求することができる制度です。 

（注４）１株に満たない端数の処理 

本合併に伴い、ＳＢＩＧＡＭ株式１株に満たない端数の割当を受けること

となる当社の株主の皆様に対しては、会社法第 234 条その他の関係法令の

定めに従い、１株に満たない端数部分に応じた金額を現金でお支払いいた

します。 

 

２．本合併に係る割当ての内容の根拠等 

（１）割当ての内容の根拠及び理由 

ＳＢＩＧＡＭ及び当社は、本合併を含む事業連携の強化の手法を検討するにあたり、



 

 

ＳＢＩホールディングス株式会社（以下「ＳＢＩＨＤ」といいます。）がＳＢＩＧＡＭ

及び当社それぞれの親会社であることから、本合併を行う場合には、両社にとって支配

株主との重要な取引等に該当し、両社は、公正性を担保する必要があると判断し、下記

「（４）公正性を担保するための措置（利益相反を回避するための措置を含む）」に記載

のとおり、ＳＢＩＧＡＭは株式会社ＫＩＣ（以下「ＫＩＣ」といいます。）を、当社は

ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（以下「ＥＹ」といいます。）

をそれぞれ第三者算定機関として選定いたしました。 

そして、両社は、それぞれ、当該第三者算定機関に対し、合併比率の算定を依頼し、

当該第三者算定機関による算定結果を参考に、かつ、両社それぞれが相手方に対して実

施したＤＤの結果等を踏まえて、それぞれ両社の財務状況、資産状況、将来の見通し等

の要因を総合的に勘案し、両社の間で合併比率について慎重に交渉・協議を複数回にわ

たり重ねてまいりました。 

また、ＳＢＩＧＡＭにおいては、下記「（４）公正性を担保するための措置（利益相

反を回避するための措置を含む）」に記載のとおり、2025 年９月 30 日付で、独立役員

５名（うち社外取締役３名、社外監査役２名）から意見書を取得したことに加えて、Ｓ

ＢＩＧＡＭの第三者算定機関であるＫＩＣによる合併比率の算定結果のうち、市場株

価法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）

による算定結果のレンジを踏まえ、また、別途両社の規模を比較するための数値として、

双方の時価総額の１か月平均、３か月平均の数値も考慮し、両社間で合併比率について

慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記「１．本合併に係る割当ての内容」に記

載の本合併比率が妥当であるとの判断に至り、合意いたしました。 

具体的には本合併における合併比率については、ＳＢＩＧＡＭの第三者算定機関で

あるＫＩＣによる合併比率の算定結果のうち、株式市場における客観的な指標である

市場株価法、直近の両社の財務状況や将来の見通し等の要因を総合的に勘案して算定

されているＤＣＦ法による算定結果のいずれも考慮した上で、市場株価法による算定

結果のレンジを上回る一方で、ＤＣＦ法による算定結果のレンジの中央値付近であり、

算定結果の全体のレンジの範囲内であることに加えて、本合併が両社の企業価値向上

には最適であり、ＳＢＩＧＡＭの少数株主においてもその利益を享受できることから、

ＳＢＩＧＡＭの少数株主の利益を損なうものではなく妥当であるとの判断に至りまし

た。 

当社においては、下記「（４）公正性を担保するための措置（利益相反を回避するた

めの措置を含む）」に記載のとおり、2025 年９月 30 日付で、独立役員である社外取締

役３名（中村利江氏、垣内俊哉氏及び三木桂一氏）から意見の入手をしたことに加えて、

当社の第三者算定機関であるＥＹによる合併比率の算定結果のうち、市場株価法及び

ＤＣＦ法による算定結果のレンジを踏まえ、両社間で合併比率について慎重に交渉・協

議を重ねた結果、最終的に上記「１．本合併に係る割当ての内容」に記載の本合併比率

が妥当であるとの判断に至り、合意いたしました。 

具体的には本合併における合併比率については、当社の第三者算定機関であるＥＹ

による合併比率の算定結果のうち、市場株価法及びＤＣＦ法による算定結果のいずれ

も考慮した上で、市場株価法による算定結果のレンジを上回り、かつ、ＤＣＦ法による

算定結果のレンジの上限付近であり、算定結果の全体のレンジの範囲内であることに

加えて、本合併が両社の企業価値向上には最適であり、当社の少数株主においてもその

利益を享受できることから、当社の少数株主の利益を損なうものではなく妥当である

との判断に至りました。 

 

このように、両社は、それぞれ、第三者算定機関による算定結果を参考に、かつ相手

方に対して実施したＤＤの結果等を踏まえて、それぞれの財務の状況、両社の時価総額、

１株当たり利益といったファンダメンタルズ面の状況、資産の状況、将来の見通し等の



要因を総合的に勘案しながら、慎重に交渉・協議を重ねるとともに、独立役員から取得

した意見等も踏まえた上で、2025 年９月 30 日に開催された両社の取締役会において、

本合併比率により本合併を行うことを決定し、合意いたしました。なお、かかる両社の

取締役会においては、下記「（４）公正性を担保するための措置（利益相反を回避する

ための措置を含む）」に記載のとおり、利害関係を有しない取締役全員の承認を得てお

り、かつ、利害関係を有しない監査役全員が異議がない旨の意見を述べております。 

なお、本合併比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社

間で協議の上、変更することがあります。 

（２）算定に関する事項 

①算定機関の名称並びに上場会社及び相手会社との関係

ＳＢＩＧＡＭの第三者機関であるＫＩＣは、ＳＢＩＧＡＭ及び当社の関連当事者に

は該当せず、ＳＢＩＧＡＭ及び当社との間で重要な利害関係を有しません。なお、本合

併に係るＫＩＣに対する報酬は、本合併の成否にかかわらず支払われる固定報酬であ

ります。 

また、当社の第三者機関であるＥＹは、ＳＢＩＧＡＭ及び当社の関連当事者には該当

せず、ＳＢＩＧＡＭ及び当社との間で重要な利害関係を有しません。なお、当社は、Ｅ

Ｙに対し、本合併に係る算定業務に関して固定報酬を支払うこととしております。 

なお、ＳＢＩＧＡＭは、当社の財務情報等の客観的な資料及び当社に対して実施した

ＤＤの結果を総合的に考慮し、かつ、両社間での協議・交渉を経て本合併比率を決定し

ていることから、第三者算定機関からフェアネス・オピニオンは取得しておりません。 

また、当社は、ＳＢＩＧＡＭの財務情報等の客観的な資料及びＳＢＩＧＡＭに対して

実施したＤＤの結果を総合的に考慮し、かつ、両社間での協議・交渉を経て本合併比率

を決定していることから、第三者算定機関からフェアネス・オピニオンは取得しており

ません。 

②算定の概要

ＳＢＩＧＡＭは、合併比率の算定にあたって公正性を担保するため、ＫＩＣを第三者

算定機関として選定し、合併比率の算定を依頼し、2025年９月 29日付で、以下の内容

を含む合併比率算定報告書（以下「本合併比率算定報告書（ＳＢＩＧＡＭ）」といいま

す。）を取得いたしました。 

ＫＩＣによる両社の株式価値の算定手法は以下のとおりです。 

ＫＩＣは、東京証券取引所プライム市場に上場しているＳＢＩＧＡＭの普通株式（以

下「ＳＢＩＧＡＭ株式」といいます。）及び東京証券取引所グロース市場に上場してい

る当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）の価値の算定手法として、複数の

株式価値算定手法の中からＳＢＩＧＡＭ株式及び当社株式の株式価値算定にあたり採

用すべき算定手法を検討の上、両社が継続企業であるとの前提の下、ＳＢＩＧＡＭ株式

及び当社株式の株式価値についてそれぞれ多面的に評価することが適切であるとの考

えに基づき、ＳＢＩＧＡＭ株式が東京証券取引所プライム市場に、当社株式が東京証券

取引所グロース市場にそれぞれ上場しており、市場株価が存在することから市場株価

法を、両社において将来の財務予測が存在することから、将来の事業活動の状況を算定

に反映するために永久成長率に基づくＤＣＦ法を用いて、ＳＢＩＧＡＭ株式及び当社

株式の１株当たりの株式価値の算定をそれぞれ行いました。 

上記の各方式において算定された、ＳＢＩＧＡＭ株式の１株当たりの株式価値を１

とした場合の範囲はそれぞれ以下のとおりです。 



 

採用手法 
合併比率の算定結果 

ＳＢＩＧＡＭ 当社 

市場株価法 0.30～0.34 

ＤＣＦ法 0.22～0.47 

 

市場株価法では、2025 年９月 29日を算定基準日として、東京証券取引所プライム市

場におけるＳＢＩＧＡＭ株式の基準日終値 630円、直近１ヶ月間の終値単純平均値 643

円、直近３ヶ月間の終値単純平均値 638 円及び直近６ヶ月間の終値単純平均値 637 円

並びに東京証券取引所グロース市場における当社株式の基準日終値 215 円、直近１ヶ

月間の終値単純平均値 212 円、直近３ヶ月間の終値単純平均値 205 円及び直近６ヶ月

間の終値単純平均値 194 円を基に、ＳＢＩＧＡＭ株式の１株当たりの株式価値の範囲

を 630円～643円、当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を 194円～215円とそれぞ

れ算定しております。 

ＤＣＦ法では、ＳＢＩＧＡＭについては、ＳＢＩＧＡＭが作成した 2026年３月期か

ら 2030 年３月期までの財務予測及び一般に公開された情報等の諸要素を前提として、

ＳＢＩＧＡＭが 2026 年３月期第１四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッ

シュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いてＳＢＩＧＡＭの企業価値や株式

価値を算定しております。その際、8.0％～10.0％の割引率を採用しております。また、

継続価値の算定については永久成長率法を採用し、0.0％～2.0％の永久成長率を採用

しております。その結果、ＳＢＩＧＡＭ株式の１株当たりの株式価値の範囲を 582円～

876 円と算定しております。当社については当社が作成した 2026 年３月期から 2028年

３月期までの財務予測及び一般に公開された情報等の諸要素を前提として、当社が

2026 年３月期第１四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを

一定の割引率で現在価値に割り引いて当社の企業価値や株式価値を算定しております。

その際、9.2％～11.2％の割引率を採用しております。また、継続価値の算定について

は永久成長率法を採用し、0.0％～2.0％の永久成長率を採用しております。その結果、

当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を 189円～272円と算定しております。 

ＳＢＩＧＡＭについての財務予測においては、大幅な増益を見込んでおります。具体

的には、2027 年３月期において運用資産残高（以下「ＡＵＭ」といいます。）の増加等

を要因として、営業利益については 2027 年３月期に前年度対比で 44％の増益となるこ

とを見込んでおります。また、大幅なフリー・キャッシュ・フローの増減を見込んでい

る事業年度が含まれています。具体的には、ＡＵＭの増加等を要因とする売上高の成長

に伴う増益により、フリー・キャッシュ・フローについては 2027 年３月期に前年度対

比で 38％の増加を、2028年３月期に前年度対比で 45％の増加を見込んでおります。ま

た、本合併の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点に

おいて具体的に見積もることが困難であるため、当該財務予測には加味していません。 

また、当社についての財務予測においては、大幅な増益を見込んでおります。具体的

には、ＡＵＭの増加等を要因として、営業利益については 2027年３月期に前年度対比

で 38％の増益となることを見込んでおります。また、大幅なフリー・キャッシュ・フ

ローの増減を見込んでいる事業年度が含まれています。具体的には、運転資本増減の計

算における売上債権及び仕入債務の増減等を要因として、2027 年３月期に前年度対比

で 47％の減少を、2028 年３月期に前年度対比で 150％の増加を見込んでおります。ま

た、本合併の実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点に

おいて具体的に見積もることが困難であるため、当該財務予測には加味しておりませ

ん。 

 

なお、ＫＩＣは合併比率の算定に際して、両社から開示された文書及び調査協力者に

対するインタビューに依拠して作成しているため、開示されていない文書又は情報に



 

ついて何ら依拠するものではなく、また、これらの文書及び情報の正確性や完全性につ

いて何らの責任を負うものではありません。ＫＩＣが合併比率の算定に際して依拠し

た情報の範囲は、両社から任意に提供された範囲に限られており、ＫＩＣが求めた全て

の資料及び情報が網羅的に提供されたものではなく、より包括的な精査によって認識

される問題点を認識していない可能性があります。また、ＫＩＣが実施した合併比率の

分析は、合併比率に関するフェアネス・オピニオン等の意見表明業務ではなく、ＳＢＩ

ＧＡＭは本合併における合併比率がＳＢＩＧＡＭの普通株主にとって財務的見地から

公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。 

 

他方、当社は、合併比率の算定にあたって公正性を期すため、ＥＹを第三者算定機関

として選定し、合併比率の算定を依頼し、以下の内容を含む合併比率算定報告書（以下

「本合併比率算定報告書（当社）」といいます。）を取得いたしました。 

 

ＥＹは、両社の株式価値の算定手法として、両社株式が東京証券取引所に上場してお

り、市場株価が存在することから、市場株価法（2025年９月 29日を算定基準日として、

東京証券取引所における算定基準日の終値、算定基準日までの１ヶ月、３ヶ月及び６ヶ

月の各期間の終値単純平均値を採用しております。）を採用して算定を行いました。ま

た、将来の事業活動の状況を株式価値算定に反映するために、ＤＣＦ法を採用して算定

を行いました。各算定手法による、ＳＢＩＧＡＭ株式の１株当たりの株式価値を１とし

た場合の合併比率の算定結果は以下のとおりです。 

 

採用手法 
合併比率の算定結果 

ＳＢＩＧＡＭ 当社 

市場株価法 0.30～0.34 

ＤＣＦ法 0.31～0.38 

 

市場株価法では、2025 年９月 29日を算定基準日として、東京証券取引所プライム

市場におけるＳＢＩＧＡＭ株式の基準日終値 630 円、直近１ヶ月間の終値単純平均

値 643 円、直近３ヶ月間の終値単純平均値 638 円及び直近６ヶ月間の終値単純平均

値 637円並びに東京証券取引所グロース市場における当社株式の基準日終値 215円、

直近１ヶ月間の終値単純平均値 212 円、直近３ヶ月間の終値単純平均値 205 円及び

直近６ヶ月間の終値単純平均値 194 円を基に、ＳＢＩＧＡＭ株式の１株当たりの株

式価値の範囲を 630円～643 円、当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を 194円～

215円とそれぞれ算定しております。 

ＤＣＦ法では、ＳＢＩＧＡＭについては、ＳＢＩＧＡＭが作成した 2026年３月期

から 2030年３月期までの財務予測について、当社が 2029 年３月期及び 2030年３月

期の計画を除くことにより調整した 2026 年３月期から 2028 年３月期までの財務予

測及び一般に公開された情報等の諸要素を前提として、ＳＢＩＧＡＭが 2026 年３月

期第３四半期以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引

率で現在価値に割り引いてＳＢＩＧＡＭの企業価値や株式価値を算定しております。

その際、7.8％～9.0％の割引率を採用しております。また、継続価値の算定について

は永久成長率法を採用し、2.0％の永久成長率を採用しております。その結果、ＳＢ

ＩＧＡＭ株式の１株当たりの株式価値の範囲を 585 円～673 円と算定しております。

当社については当社が作成した 2026 年３月期から 2028 年３月期までの財務予測及

び一般に公開された情報等の諸要素を前提として、当社が 2026年３月期第３四半期

以降に生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値

に割り引いて当社の企業価値や株式価値を算定しております。その際、9.2％～

12.2％の割引率を採用しております。また、継続価値の算定については永久成長率法



 

を採用し、2.0％の永久成長率を採用しております。その結果、当社株式の１株当た

りの株式価値の範囲を 182円～259円と算定しております。 

ＥＹがＤＣＦ法による算定の前提としたＳＢＩＧＡＭの財務予測において、大幅

な増益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、ＡＵＭの増加等に

より、営業利益については 2027 年３月期に前年度対比で 44％の増益を、また、フリ

ー・キャッシュ・フローについては 2027 年３月期に前年度対比で 111％の増加を、

2028年３月期に前年度対比で 37％の増加を見込んでおります。 

また、ＥＹがＤＣＦ法による算定の前提とした当社の財務予測において、大幅な増

益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的には、ＡＵＭの増加等により、

営業利益については 2027年３月期に前年度対比で 38％の増益を、また、フリー・キ

ャッシュ・フローについては 2027年３月期に前年度対比で 117％の増加を、2028年

３月期に前年度対比で 33％の増加を見込んでおります。当社の財務予測は以下のと

おりです。なお、財務予測は、取締役会の承認を受けた期初事業計画に基づいていま

す。記載の数値は、当社が期初時点で株式マーケットの情勢などについて合理的と考

えられる前提に基づき予算管理のために策定した事業計画であり、これらの前提に

ついては様々な不確実性が存在していることから、当期の業績を予想するものでは

ありません。 

（単位：百万円） 

 
2026年 

３月期 

2027年 

３月期 

2028年 

３月期 

営業収益 12,907  16,324  18,183 

ＥＢＩＴＤＡ 2,562  3,427  3,598 

営業利益 2,168  2,991  3,128 

フリー・キャッシュ・フロー 456  991  1,318 

 

なお、両社の財務予測は、本合併の実施を前提としておりません。 

ＥＹは、上記合併比率の算定に際して、ＳＢＩＧＡＭ、当社から提供を受けた情報

及び一般に公開された情報等を原則そのまま採用し、採用した情報等が、全て正確か

つ完全であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての

検証を行っておりません。ＳＢＩＧＡＭ、当社及びその関係会社の資産又は負債（金

融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。）について、個別の

資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第

三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。ＥＹの算定は、2025 年９月

29日現在までに入手可能な情報等及び経済条件を前提としたものであります。なお、

ＥＹの算定は、当社の業務執行を決定する機関が合併比率を検討するための参考に

資することを唯一の目的としております。 

 

（３）上場廃止となる見込み及びその事由 

本合併に伴い、当社の普通株式は、2025 年 11 月 27 日付けで、東京証券取引所の上

場廃止基準により上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社の普通株式を東京証券

取引所において取引することができなくなりますが、本合併の効力発生日において当

社の株主様に割り当てられるＳＢＩＧＡＭの普通株式は東京証券取引所に上場されて

いるため、株式の所有数に応じて一部の株主様において単元未満株式の割当のみを受

ける可能性はあるものの、引き続き１単元以上の株式については東京証券取引所にお

いて取引が可能であり、株式の流動性を確保できると考えております。なお、本合併の

効力発生日以降も、ＳＢＩＧＡＭの普通株式は、ＳＢＩＧＡＭの現在の上場市場である

東京証券取引所プライム市場に上場維持することとなります。 

本合併により、ＳＢＩＧＡＭの単元未満株式を所有することとなる当社の株主様に



おいては、東京証券取引所において単元未満株式を売却することができませんが、単元

未満株式の買取り又はその保有する単元未満の株式の数と併せて単元株式数となる数

の株式の売渡しを請求することができます。かかる取扱いの詳細につきましては、上記

「１．本合併に係る割当ての内容」の（注３）をご参照ください。また、１株に満たな

い端数が生じた場合における端数の処理の詳細について、上記「１．本合併に係る割当

ての内容」の（注４）をご参照ください。 

なお、当社の株主の皆様は、最終売買日である 2025 年 11 月 26 日（予定）までは、

東京証券取引所において、その保有する当社の普通株式を従来とおり取引できるほか、

会社法その他関係法令に定める適法な権利を行使することができます。 

（４）公正性を担保するための措置（利益相反を回避するための措置を含む） 

本合併は、ＳＢＩＨＤがＳＢＩＧＡＭ及び当社それぞれの親会社であることから、両

社にとって支配株主との重要な取引等に該当し、両社は、公正性を担保する必要がある

と判断し、以下のとおり公正性を担保するための措置（利益相反を回避するための措置

を含みます。）をとりました。 

①独立した第三者算定機関からの合併比率算定書の取得

両社は、本合併における合併比率の公正性を担保する観点から、上記「２．本合併に

係る割当ての内容の根拠等」の「（１）割当ての内容の根拠及び理由」のとおり、それ

ぞれ両社から独立した第三者算定機関に合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参

考として、真摯に交渉・協議を行い、本合併比率により本合併を行うことを、2025 年

９月 30 日開催の両社の取締役会にて、それぞれ決議しました。 

なお、両社は、いずれも各第三者算定機関から合併比率の公正性に関する評価（フェ

アネス・オピニオン）を取得しておりません。

②ＳＢＩＧＡＭにおける独立した法律事務所からの助言

ＳＢＩＧＡＭは、本合併に関するリーガル・アドバイザーとして、三浦法律事務所を

選任し、三浦法律事務所から、本合併は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める

支配株主との重要な取引等に該当することから、これに係る遵守事項を遵守すべく、公

正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置を講じる必要があるこ

と、本合併における具体的な措置としては、独立した第三者算定機関からの本合併比率

算定報告書（ＳＢＩＧＡＭ）の取得、独立した法律事務所からの助言及び特別利害関係

のある取締役を取締役会に参加させないことなどの措置を講じ、これらを踏まえて独

立役員からの意見の取得を行う必要があるなど、ＳＢＩＧＡＭの意思決定方法に関す

る法的助言を受けております。なお、三浦法律事務所は、ＳＢＩＧＡＭ及び当社から独

立しており、重要な利害関係を有しません。 

③当社における独立した法律事務所からの助言

当社は、本合併に関するリーガル・アドバイザーとして、アンダーソン・毛利・友常

法律事務所外国法共同事業を選任し、本合併に係る手続、意思決定の方法及び過程等に

関する法的助言を受けております。なお、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法

共同事業は、ＳＢＩＧＡＭ及び当社から独立しており、重要な利害関係を有しません。 

④ＳＢＩＧＡＭにおける独立役員からの意見の取得並びにＳＢＩＧＡＭの独立役員を

含む利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異

議がない旨の意見

本合併は同一の親会社を持つ会社同士の取引として支配株主との取引等に該当いた

します。そのため、以下のとおり、ＳＢＩＧＡＭは、2025 年９月 30日付で、独立役員



 

５名（うち社外取締役３名、社外監査役２名）から意見の入手を行っております。ＳＢ

ＩＧＡＭが入手した意見の概要は以下のとおりです。 

・ ＳＢＩＧＡＭの独立役員であるビリー・ウェード・ワイルダー氏（社外取締

役）、山澤光太郎氏（社外取締役）、堀江明弘氏（社外取締役）、長野和郎氏

（社外監査役）及び小竹正信氏（社外監査役）は、本合併の目的、その本合併

比率を含む本合併契約の内容とその根拠が適切であるか否かという観点から検

討を行った結果、以下のとおり本合併の目的、条件及び決定過程については合

理性が認められることから、当該決定が、少数株主にとって不利益なものでは

ないとの判断に至ったため、その旨、意見を表明しています。 

・ 本合併は、ＳＢＩグループにおける主要な５つの事業分野の一つである資産運

用事業をＳＢＩＧＡＭが一元的に統括する体制を整え、ＳＢＩグループ全体と

して、商品戦略上の棲み分け等でより緊密な情報伝達を行うことによる業務の

効率化や、重複する管理部門の削減等による合理化を達成し、ＳＢＩＧＡＭの

資産運用事業における中核会社としての位置付けを更に強化するものであるこ

と。 

・ 本合併は、その条件の決定に係るプロセスの独立性・透明性・客観性を高める

ために、両社において、本「④公正性を担保するための措置（利益相反を回避

するための措置を含む）」記載の措置を経て、その決定が行われることとなっ

ていること。 

・ 本合併比率は、両社が互いに実施したＤＤの結果、両社の財務状況、業績動

向、株価の動向等の要因をそれぞれ総合的に勘案し、当社との複数回にわたる

協議・交渉の結果、決定されたものであり、かつ、ＳＢＩＧＡＭが依頼した第

三者算定機関であるＫＩＣによる合併比率の算定結果のうち、株式市場におけ

る客観的な指標である市場株価法、直近の両社の財務状況や将来の見通し等の

要因を総合的に勘案して算定されているＤＣＦ法による算定結果のいずれも考

慮した上で、市場株価法による算定結果のレンジ（0.30～0.34）を上回る一方

で、ＤＣＦ法による算定結果のレンジ（0.22～0.47）の中央値付近であり、算

定結果の全体のレンジの範囲内のものであること。 

・ 上記算定結果の前提として、①ＳＢＩＧＡＭ株式が東京証券取引所プライム市

場に、当社株式が東京証券取引所グロース市場にそれぞれ上場しており、市場

株価が存在することから市場株価法を、両社において将来の財務予測が存在す

ることから、将来の事業活動の状況を算定に反映するために永久成長率に基づ

くＤＣＦ法を用いたという算定手法の選定理由及び②ＤＣＦ法による算定に用

いられた両社の財務予測についても、妥当なものであること。 

 

また、ＳＢＩＧＡＭは、本合併に関する議案を決議した 2025 年９月 30 日に開催し

た取締役会においては、親会社であるＳＢＩＡＭＧ取締役会長及びＳＢＩＨＤ代表取

締役会長兼社長（ＣＥＯ）を兼務している北尾吉孝、ＳＢＩＡＭＧ代表取締役社長及び

吸収合併消滅会社である当社取締役を兼務する朝倉智也を除く、他の３名の取締役及

び３名の監査役により審議の上、当該３名の取締役の全員の賛成により本合併の実施

を決議しております。 

なお、ＳＢＩＧＡＭ代表取締役社長の朝倉智也は、ＳＢＩＧＡＭの親会社であるＳＢ

ＩＡＭＧ代表取締役社長、ＳＢＩＨＤ代表取締役副社長及び当社取締役を兼務してお

り、利益相反を回避する観点から、ＳＢＩＧＡＭの立場で本合併に係る協議・交渉に参

加しておらず、本合併につき特別の利害関係を有する取締役としてＳＢＩＧＡＭの取

締役会の審議及び議決に参加しておりません。また、ＳＢＩＧＡＭ取締役の北尾吉孝は

ＳＢＩＡＭＧ取締役会長及びＳＢＩＨＤ代表取締役会長兼社長（ＣＥＯ）を兼務してお

りますが、利益相反を回避する観点から、ＳＢＩＧＡＭの立場で本合併に係る協議・交



 

渉に参加しておらず、本合併につき特別の利害関係を有する取締役としてＳＢＩＧＡ

Ｍにおける取締役会の審議及び議決に参加しておりません。 

 

⑤当社における独立役員からの意見の取得並びに当社の独立役員を含む利害関係を有

しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見 

本合併は同一の親会社を持つ会社同士の取引として支配株主との取引等に該当いた

します。そのため、以下のとおり、当社は、2025年９月 30日付で、独立役員である社

外取締役３名（中村利江氏、垣内俊哉氏及び三木桂一氏）から意見の入手を行っており

ます。当社が入手した意見の概要は以下のとおりです。 

 

当社は、支配株主と利害関係を有しない当社の社外取締役であり、かつ独立役員

である中村利江氏、垣内俊哉氏及び三木桂一氏に対して、本合併に関する当社の決

定が同社の少数株主にとって不利益なものではないか否かの検討を依頼し、３氏よ

り、以下の（ⅰ）乃至（ⅲ）のとおりであるから、本合併に関する当社の決定は当

社の少数株主にとって不利益なものではないとする旨の意見書を取得しておりま

す。 

(i) 本合併は、事業統合のシナジー等の最大化を実現するため行われるものであ

り、その目的は合理的であると認められる。なお、当社は、2023年４月25日

にレオスキャピタルとして上場してから短期間での上場廃止となるが、ＳＢ

Ｉグループにおいて、ＳＢＩグループにおける資産運用事業の確実な成長・

発展による果実を、「顧客中心主義の徹底」というＳＢＩグループの事業構

築の基本観に基づき、更なるお客さまの便益性向上に繋げていくためには、

グループ内でのより効率的かつ機動的な事業運営が必要不可欠であると考

え、本合併を行う選択をしており、当該選択に不合理な点は認められない。 

(ii) 本合併比率算定の前提となる事業計画等の各種データが恣意的に作成された

ものではなく、客観的・合理的な予測に基づくものであると認められるこ

と、本合併比率は、本合併比率算定報告書（当社)における市場株価法の上限

を上回り、かつ、かつＤＣＦ法のレンジの範囲内であること、本合併比率は

ＳＢＩＧＡＭと当社との間の独立当事者間の交渉の結果決定されたものであ

ると認められることから、本合併比率を含む本合併の条件には妥当性が確保

されていると認められる。 

(iii) 本合併においては、本お知らせの開示による株主の適切な判断機会の確保の

ための対応、意思決定過程における恣意性の排除、外部専門家の独立したア

ドバイスの取得、独立した第三者算定機関からの本合併比率算定報告書等の

取得等の公正な手続を通じて、当社の株主の利益への十分な配慮がなされて

いると認められる。 

 

また、当社は、本合併に関する議案を決議した 2025 年９月 30 日に開催した取締役

会においては、ＳＢＩＨＤ代表取締役副社長及び当社取締役を兼務する朝倉智也を除

く、他の８名の取締役及び４名の監査役により審議の上、当該８名の取締役の全員の賛

成により本合併の実施を決議しております。 

なお、当社取締役の朝倉智也は、ＳＢＩＨＤ代表取締役副社長及びＳＢＩＧＡＭ代表

取締役社長を兼務しており、利益相反を回避する観点から、当社の立場で本合併に係る

協議・交渉に参加しておらず、本合併につき特別の利害関係を有する取締役として当社

の取締役会の審議及び議決に参加しておりません。 

 

 



 

第２ 本合併の対価として当該種類の財産を選択した理由（会社法施行規則第 182条第

３項第２号） 

ＳＢＩＧＡＭの普通株式は、東京証券取引所において取引されており、本件合併

後において市場における取引機会が確保されていることから、本件合併の対価と

してＳＢＩＧＡＭの普通株式を交付することにいたしました。 

 

第３ 当社の株主の利益を害さないように留意した事項（会社法施行規則第 182条第３

項第３号） 

本合併は、ＳＢＩＨＤがＳＢＩＧＡＭ及び当社それぞれの親会社であることか

ら、両社にとって支配株主との重要な取引等に該当し、両社は、公正性を担保する

必要があると判断し、上記「第１ 本合併に際して交付する株式の数の相当性に関

する事項（会社法施行規則第 182条第３項第１号）」の「２．本合併に係る割当て

の内容の根拠等」の「（４）公正性を担保するための措置（利益相反を回避するた

めの措置を含む）」に記載の各措置を講じております。 
 
第４ 吸収合併存続会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項（会社法施行規

則第 182 条第３項、会社法第 749条第１項第２号イ） 

本合併により、ＳＢＩＧＡＭの資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 35条

又は第 36条の定めるところに従い、ＳＢＩＧＡＭが定めます。当該額については、

機動的な資本政策の観点から相当であると判断される額といたします。 
  



別紙３（吸収合併存続会社の定款の内容）

第１章  総    則 

（商号） 

第1条 当会社は、ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社と称し、英文では、

SBI Global Asset Management Co., Ltd.と表示する。 

（目的） 

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１ 金融情報に関する雑誌、新聞、報告書（インターネットを利用した配布を含む。）

ならびにディスクおよびシーディーロム等のソフトウエアの設計、開発、製作、販

売および輸出入 

２ 金融情報の提供、金融情報に関するコンサルティングおよびセミナー業務 

３ 広告・宣伝の情報媒体の企画・売買ならびに広告代理店業務 

４ 資産運用および管理に関する情報の提供、コンサルティングおよびセミナー業務 

５ 投資の広報業務の受託および経営に関するコンサルティング業務 

６ 書籍・雑誌その他各種出版物および電子出版物の企画・制作、出版、販売およびそ

の代行 

７ 映像ソフトの企画、制作 

８ ライフプランに関する情報の提供、コンサルティングおよびセミナー業務

９ ＩＲに関する情報の提供、コンサルティングおよびセミナー業務 

10 株価指数に関する情報の提供、コンサルティングおよびセミナー業務 

11 生活情報に関する情報の提供、コンサルティングおよびセミナー業務 

12 マーケティングに関する情報の提供、コンサルティングおよびセミナー業務

13 インターネットに関する情報の提供、コンサルティングおよびセミナー業務

14 投資信託の組成および運用に関する情報の提供、コンサルティングおよびセミナ

ー業務 

15 投資顧問業 

16 生命保険代理業 

17 損害保険代理業 

18 コンピュータ、その周辺機器および関連機器ならびにそのソフトウェアの利用に

関するサービスの提供ならびにコンサルティング業務 

19 コンピュータ・システムの開発、設計、製作、販売、リース、賃貸および管理

20 インターネットを利用した通信販売業務および仲介

21 各種会議、展示会、イベントの企画・制作および構成・演出・請負・運営 

22 内外の有価証券などの金融資産に関する投資助言業務および投資一任業務 

23 投資信託における委託会社としての業務 

24 投資法人に対する資産運用に係る業務 

25 特定資産等に関する投資一任契約に係る業務 

26 有価証券に関する情報提供に係る業務 

27 インターネットを利用した各種情報提供サービス

28 インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運

用および保守 



 

 

29 マーケティングリサーチならびに経営情報、産業情報および信用情報の調査､収集

および提供 

30 各種企業に対する経営の診断および総合指導 

31 コンピューターのソフトウェアの開発および販売  

32 情報処理システム開発の計画作成およびプログラム設計技術者の派遣 

33 コンピューターおよびその関連機器による情報処理業 

34 漢方薬および漢方薬の原料となる草木類の輸出入販売 

35 消費者からの委託による輸入の代行業務 

36 証券仲介業 

37 不動産仲介業 

38 資産管理業 

39 前各号の業務およびこれに付帯関連する一切の業務を営む会社ならびにこれに相

当する業務を営む外国会社の株式または持分を取得・所有することにより当該会

社の事業活動を支配・管理すること 

22 前各号に関する教育研修業務 

23 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

 

（本店の所在地） 

第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

 

 

（機関） 

第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 

１ 取締役会 

２ 監査役 

３ 監査役会 

４ 会計監査人 

 

 

（公告方法） 

第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事

由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞

に掲載する。 

 

  



第２章  株    式 

（発行可能株式総数） 

第6条 当会社の発行可能株式総数は、315,600,000株とする。 

（株主名簿管理人） 

第7条 当会社は、株式につき株主名簿管理人を置く。 

2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、こ

れを公告する。 

3. 当会社の株主名簿の作成および備置き、その他の株式に関する事務は、株主名簿

管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 

（単元株式数） 

第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

（単元未満株式についての権利） 

第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権

利を行使することができない。 

1 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

2 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当

てを受ける権利 

4 次条に定める請求をする権利 

（単元未満株式の買増し） 

第10条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株

式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することが

できる。 

（株式取扱規則） 

第11条 当会社の株主および新株予約権者の権利行使の手続き、ならびに株式および

新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役

会において定める株式取扱規則による。 

（基準日） 

第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権

を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の

権利を行使することができる株主とする。 



 

 

第３章  株主総会 

 

 

（招集） 

第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３ヵ月以内に招集し、臨

時株主総会は、その必要があるときに随時これを招集する。 

2. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき招集

する。 

 

 

（株主総会の招集者および議長） 

第14条 株主総会の招集者および議長は、あらかじめ取締役会の定める取締役がこれ

にあたる。当該取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に

より、他の取締役がこれに代わる。 

 

 

（電子提供措置等） 

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につ

いて、電子提供措置をとる。 

2.  当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部また

は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付

する書面に記載しないことができる。 

 

 

（決議の方法） 

第16条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した

議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

2. 会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を

もってこれを行う。 

 

 

（議決権の代理行使） 

第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を

行使することができる。 

2. 前項の場合、株主または代理人は、株主総会ごとに、代理権を証明する書面を当

会社に提出しなければならない。 

 

  



第４章  取締役、代表取締役および取締役会 

（取締役の員数） 

第18条 当会社の取締役は、10名以内とする。 

（取締役の選任） 

第19条 当会社の取締役は株主総会の決議によって選任する。 

2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

3. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

（取締役の任期） 

第20条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとする。 

2. 任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により選任された取締役

の任期は、他の在任取締役の任期が満了する時までとする。 

（代表取締役） 

第21条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。 

（取締役会の招集者および議長） 

第22条 取締役会の招集者および議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれ

にあたる。当該取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に

より、他の取締役がこれに代わる。 

2. 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役および各監査役に対して

発するものとする。ただし、緊急の必要がある時は、この期間を短縮すること

ができ、また、取締役および監査役全員の同意を得て招集の手続を省略するこ

とができる。

（取締役会の決議の方法） 

第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席

取締役の過半数をもって行う。 

2. 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合に

おいて、当該提案について議決に加わることができる取締役全員が書面または

電磁的記録により同意の意思表示をし、かつ監査役が異議を述べないときは、

当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。

（取締役会規則） 

第24条 取締役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款のほか、取



 

 

締役会の定める取締役会規則による。 

 

 

（報酬等） 

第25条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の

利益（以下「報酬等」という）は、株主総会の決議によって定める。 

 

 

（取締役の責任免除） 

第26条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法

第423条第１項の取締役（取締役であったものを含む）の責任を法令の限度に

おいて免除することができる。 

2. 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、同法第

423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。 

ただし、当該契約に基づく責任限度額は、100万円以上であらかじめ定めた額

または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 

 

 

第５章  監査役および監査役会 

 

 

（監査役の員数） 

第27条 当会社の監査役は、３名以上５名以内とする。 

 

 

（監査役の選任） 

第28条 当会社の監査役は株主総会の決議によって選任する。 

2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

 

 

（監査役の任期） 

第29条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとする。 

2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任し

た監査役の任期が満了する時までとする。 

 

 

（常勤の監査役） 

第30条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を１名以上選定する。 

 

 

 

 

（監査役会の招集通知） 

第31条 監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に対して発するものと

する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ、ま



た、監査役全員の同意を得て招集の手続を省略することができる。 

（監査役会の決議方法） 

第32条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をも

って行う。 

（監査役会規程） 

第33条 監査役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款のほか、監

査役会の定める監査役会規程による。 

（監査役の報酬および退職慰労金） 

第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 

（監査役の責任免除） 

第35条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同

法第423条第１項の監査役（監査役であったものを含む）の責任を法令の限度

において免除することができる。 

2. 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、同法第423

条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契

約に基づく責任限度額は、100万円以上であらかじめ定めた額または法令が規

定する額のいずれか高い額とする。 



 

 

第６章  計    算 

 

 

（事業年度） 

第36条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

 

 

（剰余金の配当） 

第37条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、

法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができ

る。 

2. 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。 

3. 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30日とする。 

4. 当会社は、前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 

 

 

（除斥期間） 

第38条 剰余金の配当は、その支払開始の日から満３年を経過した時は、当会社はその

支払の義務を免れるものとする。また、剰余金の配当には利息を付さない。 

 

平成 10年 3月 27日   会社設立 

平成 13年 3月 15日   一部改訂 

平成 14年 3月 20日   一部改訂 

平成 15年 3月 19日   一部改訂 

平成 16年 3月 25日   一部改訂 

平成 17年 3月 24日   一部改訂 

平成 17年 12月 15日  一部改訂 

平成 18年 12月１日   一部改訂 

平成 19年 3月 23日   一部改訂 

平成 19年 4月１日    一部改訂 

平成 20年 4月１日    一部改訂 

平成 20年 6月 19日   一部改訂 

平成 21年 6月 18日   一部改訂 

平成 22 年 1 月 6 日   附則規定による附則の

削除 

平成 25年 6月 18日   一部改訂 

平成 25 年７月 1 日   附則規定による附則の

削除 

令和４年６月 23日   一部改訂 

令和５年３月 1 日   附則規定による附則の削

除 

2023年３月 30日   商号変更に伴い一部改訂 
 
  



Ⅰ．株式会社の現況に関する事項  

１．事業の経過及びその成果 

 当期の世界経済は、多くの主要国・地域において特徴的な金融政策の転換が行われた中、米国に

おいては市場でのソフトランディングを実現し株式市場を中心に比較的堅調な推移を示した一方、

欧州における構造的、地政学的な課題、中国での主として不動産セクターの調整等、多くの問題点

が存在するなど、不安定な要素を内包しつつも比較的穏やかな推移を示しておりましたが、2025年1

月の米国での新政権発足以降は、トランプ新大統領が矢継ぎ早に打ち出す各種政策、特に関税関連

の政策が年度末にかけて各国の市場を揺るすなど、大きな混乱の中にありました。このような情勢

の中、我が国においては、石破首相の就任と直後の総選挙などのイベントがあり、市場においては

日本銀行の金融政策によるマイナス金利からの完全な脱却、物価上昇の継続等の動きが見られまし

た。その後、2025年の年明け以降は米国のトランプ政権の繰り出す各種政策の影響もあり、株式市

場は世界各国同様、下落局面の波乱の中で年度末を迎えることとなりました。なお、当社グループ

グループの事業に関連性の高い投資信託市場においては、2024年1月から開始された「新NISA」制度

が一般にも浸透し、資金流入が続く追い風もある一方、運用会社間の競争は激化し、平均信託報酬

率は低下傾向にあるなど、構造変化が見られた１年となりました。 

 このような経営環境下で、当社グループは、公募の投資信託の当期末の運用残高が、前期末の2兆

7,144億円から30.7％増加の3兆5,484億円となりました。これは、新NISAに対応し、多くの商品タイ

プを揃えたインデックスファンドが安定した資金流入により成長した他、高配当型に代表される

「成長」と「分配」の両立を目指す特徴を持つファンドを数多く投入した結果によるものです。こ

れらの商品群はいずれも当社グループグループの理念である「顧客中心主義」に則り、高品質であ

ることはもちろん、同種同等のファンドと比較して低廉なコストとしております。また、既存の商

品についても、2023年6月に定めた当社グループのプロダクトガバナンス方針に基づき、コストの減

額や、受益者目線に立った商品ラインナップの再構築を行うなど、年度を通じて「顧客中心主義」

に基づき積極的に政策を実施してまいりました。 

２．資金調達の状況 

  該当事項はありません。 

３．重要な組織再編の状況 

  該当事項はありません。 

４．重要な設備投資の状況 

該当事項はありません。 

別紙４（吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容）



５．直近三事業年度の財産及び損益の状況  

（単位：千円） 

区  分 

第 25期 第 26期 第 27期 第 28期 

2022年 3月期 2023 年 3月期 2024 年 3月期 
当事業年度 

2025 年 3月期 

売上高 1,935,025 1,716,052 800,135 1,554,091 

当期純利益 2,783,,217 5,505,830 299,021 996,784 

１株当たり当期純利益 31円 04銭 61円 40銭 3円 34銭 11円 12銭 

総資産 10,337,482 18,832,148 16,719,590 15,448,099 

純資産 10,062,543 12,734,079 10,802,789 9,306,188 

１株当たり純資産額 112円 21銭 142 円 00銭 120 円 47銭 103 円 78銭 

６．対処すべき課題 

 当社グループは、ＳＢＩグローバルアセットマネジメント・グループにおいて、主に個人投資家

の皆様向けの商品である公募投資信託と、主として地方金融機関等の機関投資家を対象とする私募

投資信託の運営全般を担っております。 

当社グループは当期中に初めてのETF（上場投資信託）を設定した他、公募投資信託を多数設定する

等、個人投資家の投資意欲に向けて有効かつ有益な選択肢の提供を重点的に取り進めました。この

投資信託のラインナップの積極的な拡充は、当社グループでは、投資を行う個人の皆様にとって、

最適なポートフォリオはお一人お一人で当然異なることから、これからの個人投資家の皆様にとっ

ては、ご自分にあった資産配分が自由に、低コストで気軽に行える環境を整えることが重要との考

えに基づくものです。当社グループグループでは、そのための材料となる良質で低コストの投資信

託のラインナップの更なる充実を図ることが必要と考えております。また、それにより、投資家の

皆様の資産形成への貢献、ひいてはわが国の投資環境の更なる発展の一翼を担ってゆくことも大切

な事業目標であると考えております。 

 また、当社グループの運用資産残高は、5年前の2020年3月末に1兆7,301 億円だったものが、当期

末には6兆2,135億円となるなど、飛躍的な拡大を続けております。この拡大基調を維持し、加速さ

せるためには、当社グループの事業推進体制の更なる整備と強化が必要と考えており、合理的な業

務システム環境の構築や、内部統制・コンプライアンス等の内部管理に関して、更なる強化が必要

であると考え、既に実行に移しております。 

７．主要な事業内容 

  持株会社 

８．主要な営業所 

名称 所在地 

本社 東京都港区六本木一丁目６番１号 

９．従業員の状況 

従業員数 前年との比較 

8名 ＋１ 

（注1）従業員には、役員、派遣社員、パートタイマー及びアルバイトは含まれておりません。 



１０．重要な親会社及び子会社の状況 

名称 住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

(注１) 

主要な事業の内容 
議決権の
所有割合 

(％) 

議 決 権
の 被 所
有 割 合
(％) 

関係内容 

(親会社) 

ＳＢＩアセットマネジメン

トグループ株式会社

東京都港区 

六本木 
100 

資産運用サービス事

業の統括・運営 
― 

被所有

52.7 

親会社、主要株主で
ある筆頭株主 
ＳＢＩホールディ
ングス株式会社の
100％子会社であ
ります。
役員の兼任…２名

SBIホールディングス株式

会社（注2） 
同上 

181,92

4 

金融サービス事業、

資産運用事業、投資

事業、暗号資産事

業、バイオ関連等の

次世代事業等 

― 

間接 

被所有 

(52.7) 

（間接）親会社、
サ ー ビ ス の 販
売 、不動産転貸
借、諸経費立替
役員の兼任2名

(連結子会社) 

ウエルスアドバイザー 株

式会社(注３) 
同上 30 

ファイナンシャル・

サービス事業
100.0 ― 

従業員兼務出向 
資金取引 
役員の兼任2名 

ＳＢＩアセットマネジメン

ト株式会社（注３）
同上 400 

アセットマネジメン

ト事業
97.9 ― 

サービス委任、従
業員兼務出向
資金取引
役員の兼任2名

ＳＢＩオルタナティブ・イ

ンベストメント・マネジメ

ント株式会社

同上 25 
アセットマネジメン

ト事業

100.0 

（100.0） 
― 役員の兼任2名 

Carret Holdings, Inc. (注

１) 

米国ニュー

ヨーク州ニ

ューヨーク

市 

2,328 

千米ドル 

アセットマネジメン

ト事業
100.0 ― 役員の兼任1名 

Carret Asset Management 

LLC(注１) 
同上 

9,073 

千米ドル 

アセットマネジメン

ト事業

100.0 

（100.0） 
― ― 

 (非連結子会社) 

ＳＢＩオルタナティブ・フ

ァンド合同会社 

東京都港区 

六本木 
5 

アセットマネジメン

ト事業

100.0 

（100.0） 
― ― 

（注) １ 資本金は2025年３月31日現在のものであります。 

２．有価証券報告書提出会社であります。 

３ 特定子会社に該当いたします。 



Ⅱ．株式に関する事項 

１．発行可能株式総数 ：315,600,000株 

２．発行済株式の総数 ： 89,673,600株

３．株主の分布状況 

2025年３月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 

単元未満 
株式の状況 
（株） 

政府及
び 

地方公
共 
団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 (人) - 10 22 205 54 157 79,289 79,737 － 

所有株式数(単元) - 52,610 3,381 473,562 97,249 417 268,154 895,373 136,300 

所有株式数の割合

(％) 
- 5.88 0.38 52.89 10.86 0.05 29.95 100.00 － 

４．大株主の状況 

2025年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式（自
己 株 式 を 除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

ＳＢＩアセットマネジメントグループ 

株式会社 
東京都港区六本木１丁目６-１ 47,185,200 52.6 

ＭＯＲＮＩＮＧＳＴＡＲ， ＩＮＣ． 

(常任代理人 大和証券株式会社) 

２２， ＷＥＳＴ ＷＡＳＨＩＮＧＴＯ

ＮＳＴＲＥＥＴ， ＣＨＩＣＡＧＯ， 

ＩＬ  ＵＳＡ 

(常任代理人 住所)  

(東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) 

8,796,000 9.8 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
港区赤坂１丁目８番１号 3,548,900 4.0 

鈴木 智博 石川県金沢市 1,572,000 1.8 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－１２ 852,700 1.0 

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目１３－１ 650,000 0.7 

朝倉 智也 東京都港区 378,400 0.4 

高橋 慧 東京都渋谷区 320,900 0.4 

ＪＰＬＬＣ－ＣＬ ＪＰＹ 

（常任代理人  

シティバンク、エヌ・エイ東京支店）

FOUR CHASE  METROTECH CENTER 

BROOKLYN，NY 11245 

(常任代理人 住所)  

(新宿区新宿６丁目27番30号) 

267,379 0.3 

北尾 吉孝 東京都千代田区 183,200 0.2 

計 － 63,754,679 71.1 

（注）１ 当社は、自己株式を125株保有しております。 

２ 前事業年度末において主要株主であったＭＯＲＮＩＮＧＳＴＡＲ， ＩＮＣ．は、当事業年度末では 

主要株主ではなくなりました。 



Ⅲ．新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

Ⅳ．会社役員に関する事項  

１．取締役及び監査役の氏名等 

氏名 地位及び担当 
当社グループにおける兼職の状況（直前期末時

点） 

朝倉 智也 代表取締役社長 

ＳＢＩアセットマネジメントグループ株式会社 代表取締役社長 

ＳＢＩホールディングス株式会社 取締役副社長 

ウエルスアドバイザー株式会社 代表取締役社長

Ｃａｒｒｅｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，Iｎｃ． Ｄｉｒｅｃｔｏｒ

ＳＢＩオルタナティブ・インベストメント・マネジメント株式

会社 取締役

北尾 吉孝 取締役 
ＳＢＩホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長（ＣＥ

Ｏ） 

ＳＢＩアセットマネジメントグループ株式会社 取締役 

ビリー・ ウェード・ 

ワイルダー

(Billy Wade Wilder) 

取締役 

（社外） 
― 

山澤 光太郎 
取締役 

（社外） 

ＳＢＩオルタナティブ・インベストメント・マネジメント株式

会社 取締役 

ＳＢＩ-Ｍａｎアセットマネジメント株式会社 代表取締役 

堀江 明弘 
取締役 

（社外） 

ＳＢＩオルタナティブ・アセットマネジメント株式会社 代表取

締役 

後藤 淳夫 監査役 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 監査役 

ウエルスアドバイザー株式会社 監査役

ＳＢＩオルタナティブ・インベストメント・マネジメント株式

会社 監査役

長野 和郎 
監査役 

（社外） 
― 

小竹 正信 
監査役 

（社外） 
― 

２．補欠監査役の氏名等 

神山 敏之 

Ⅴ．監査法人の状況  
・監査法人の名称 有限責任監査法人トーマツ

・継続監査期間  18年(2008年3月期～2025年3月期) 

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士５名 公認会計士試験合格者３名 その他６名 

以上 



■貸借対照表 （単位：千円）

科目
第28期

2025年3月31日現在
科目

第28期
2025年3月31日現在

資産の部 負債の部

　流動資産 1,183,286 　流動負債 6,141,911

　　　現金及び預金 695,022 　　未払金 138,983

　　　売掛金 442,967 　　短期借入金 5,850,000

　　　前払費用 18,242 　　未払法人税等 135,733

　　　その他 27,053 　　未払消費税等 13,884

　　預り金 3,310

　固定資産 14,264,813

　　有形固定資産 17,257 負債合計 6,141,911

　　　建物附属設備 17,243 純資産の部

　　　工具、器具及び備品 14 株主資本 10,173,877

　　無形固定資産 5,807 　資本金 3,363,635

　　　その他 5,807 　資本剰余金 3,754,942

　　投資その他の資産 14,241,747 　　資本準備金 3,754,942

　　　投資有価証券 6,763,578 　利益剰余金 3,055,323

　　　関係会社株式 7,055,723 　　その他利益剰余金 3,055,323

　　　繰延税金資産 411,315 　　　繰越利益剰余金 3,055,323

　　　差入保証金 11,129 　自己株式 △23

評価・換算差額等 △867,688

　その他有価証券評価差額金 △867,688

純資産合計 9,306,188

資産合計 15,448,099 負債・純資産合計 15,448,099



■損益計算書
（単位：千円）

科目
第28期

2024年4月１日から
2025年3月31日まで

売上高 1,554,091

売上原価 -

売上総利益 1,554,091

販売費及び一般管理費 489,526

営業利益 1,064,565

営業外収益 208,972

　受取利息 83,713

　受取配当金 123,188

　その他 2,070

営業外費用 84,361

　支払利息 84,358

　その他 2

経常利益 1,189,176

税引前当期純利益 1,189,176

　法人税、住民税及び事業税 193,159

　法人税等調整額 △768

当期純利益 996,784



（ 2024年４月１日から
2025年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

利益剰余金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

資本準備金 資本剰余金合計 繰越利益剰余金

2 0 2 4年４月１日期首残高 3,363,635 3,754,942 3,754,942 4,008,936 4,008,936

剰 余 金 の 配 当 △1,950,398 △1,950,398

当 期 純 利 益 996,784 996,784

単 元 未 満 株 式 の
買 取 請 求 に よ る 取 得
株主資本以外の項目の当事
業年度中の変動額（純額）

当事業年度中の変動額合計 - - - △953,613 △953,613

2 0 2 5年３月31日期末残高 3,363,635 3,754,942 3,754,942 3,055,323 3,055,323

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価
証券評価差
額 金

評価・換算差
額 等 合 計

2 0 2 4年４月１日期首残高 △20 11,127,493 △324,704 △324,704 10,802,789

剰 余 金 の 配 当 △1,950,398 △1,950,398

当 期 純 利 益 996,784 996,784

単 元 未 満 株 式 の
買 取 請 求 に よ る 取 得

△2 △2 △2

株主資本以外の項目の当事
業年度中の変動額（純額）

△542,984 △542,984 △542,984

当事業年度中の変動額合計 △2 △953,616 △542,984 △542,984 △1,496,600

2025年３月31日期末残高 △23 10,173,877 △867,688 △867,688 9,306,188

株主資本等変動計算書



個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

① 子会社株式 移動平均法による原価法

② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定額法

② 無形固定資産 定額法

(3) 収益及び費用の計上基準

純粋持株会社である当社の収益は、主に子会社からの経営管理報酬及び受取配当金収入と

なります。経営管理報酬については、子会社との契約内容に応じた役務を提供することが

履行義務であり、業務が提供された時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収

益を認識しております。受取配当金は、発行会社の意思決定機関において行われた配当金

に関する決議の効力が発生した時点をもって収益を認識しております。

２. 会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以

下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定め

る経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はあり

ません。



関係会社名 「関係会社株式」の残高

ウエルスアドバイザー株式会社 277,023千円

SBIアセットマネジメント株式会社 5,059,819千円

Carret Holdings, Inc. 1,718,881千円

7,055,723千円

短期金銭債権 469,724千円

短期金銭債務 5,969,766千円

(1) 売上高 1,553,995千円

   　 受取配当金 750,000千円

　　　経営管理報酬 802,595千円

　　　その他 1,400千円

(2) 仕入高 -千円

(3) 販売費及び一般管理費 4,118千円

(4) 営業取引以外の取引高 84,358千円

３.会計上の見積りに関する注記

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式   7,055,723千円

(2)見積り内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

「関係会社株式」の評価損計上の可能性について

　2025年3月31日現在の貸借対照表に「関係会社株式」が7,055,723千円計上されています。

　「関係会社株式」の内訳は以下のとおりです。

　　当社は、関係会社株式について、株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著し

く低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損

の認識を行います。その結果、「関係会社株式」の評価損が生じた場合には、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額  3,163千円

(2)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

５. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

　普通株式　125株



繰延税金資産
　未払事業税否認額 12,180千円
　未払金否認額 1,329千円
　投資有価証券評価損 2,439千円
　その他有価証券評価差額金 399,402千円
　その他 408千円

繰延税金資産合計 415,759千円

繰延税金負債
　譲渡損益調整勘定 4,444千円

繰延税金負債合計 4,444千円

繰延税金資産の純額 411,315千円

７. 税効果会計に関する注記

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な

項目別の内訳

法定実効税率　　　　　　　　　　　　　 30.62％

（調整）

永久差異　　　　　　　　　　　　　 △14.55％

均等割　　　　　　　　　　　　 　 　　0.10％

その他　　　　　　　　　　 　　　　　 0.00％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　16.17％

(3)法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で

成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の

課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係

る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更

し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金

額）は11,358千円増加し、法人税等調整額は45千円増加、その他有価証券評価差額金は

11,403千円減少しております。



種類
会社の
名称

所在地
資本金
(百万円)

事業の
内容
または
職業

議決権等
の被所有

割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親
会
社

ＳＢＩホー
ルディング
ス株式会社

東京都

港区

181,924
金融

サービス
事業他

間接

(52.7)

費用立替
業務委託
不動産転貸借等
役員の兼任
人員出向受入

費用立替、業
務委託、不動
産転貸借等

340,683

差入
保証金

9,512

未払金 26,736

種類
会社の
名称

所在地
資本金
(百万円)

事業の
内容

議決権
等の

所有割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子
会
社

ウエルス
アドバイザー
株式会社

東京都

港区
30

ファイナンシャル
・サービス
事業

100.0

経営管理 経営管理報酬 204,996 売掛金 112,748

費用の立替 費用の立替 319,435 立替金 24,942

資金の借入 短期借入金 - 短期借入金 1,150,000

利息の支払
未払利息 17,253 - -

支払利息 16,962 - -

ＳＢＩ

アセット

マネジメント

株式会社

東京都

港区
400

アセット
マネジメント

事業
97.9

経営管理 経営管理報酬 597,599 売掛金 328,679

資金の借入 短期借入金 200,000 短期借入金 4,700,000

利息の支払
未払利息 68,406 - -

支払利息 67,395 - -

８. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社および法人主要株主等

（取引条件および取引条件の決定方針等）

１. 不動産賃借については、転貸借であり、同社の賃借条件と同一の条件で転貸借を受けております。

２. 費用の立替は、主に人件費の立替精算であり、手数料等の支払は行っておりません。

(2) 子会社等

（取引条件および取引条件の決定方針等）

１. 経営管理報酬は、業務内容を勘案し、双方協議のうえで締結した経営管理契約に基づき決定しております。

２. 費用の立替は、主に人件費の立替精算であり、手数料の支払は行なっておりません。

３. 資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(3) 役員およびその近親者等

該当事項はありません。



(1) １株当たり純資産額 103円78銭

(2) １株当たり当期純利益 11円12銭

９.収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「個別注記表1.重要な会
計方針に係る事項（3）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。



有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所

指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士 上 田 雅 也

業 務 執 行 社 員

指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士 田 嶌 照 夫

業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2025年5月16日

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社の

2024年4月1日から2025年3月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

■計算書類に係る会計監査報告



計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類

等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか

どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類

等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、

計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入

手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が

ある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と

なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講

じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に

ついて報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上



当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第28期事業年度における取締役の職務の執行

に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと

おり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査

いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の

交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な

ものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議

の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及

び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を

加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会

社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。

■監査役会の監査報告



ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社

監査役会

常勤監査役 後 藤 淳 夫 ㊞
社外監査役 長 野 和 郎 ㊞
社外監査役 小 竹 正 信 ㊞

２. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制

システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は

認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を

害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役

会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月21日

以　上
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